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事 業 活 動 に 係 る 法 令 の 遵 守 の 状 況

教育・研究活動と連動し、新しい研究成果の反映等を行い、また国際的な
大学連携を活かすことなどにより学園として地球環境負荷低減の取組を展
開する。

環境に配慮した事業活動を自主的に進めていくため
の目標（以下「目標」という。）

関連法規の遵守状況について１年に１回確認を行なっている。これまで違
反及び行政当局からの指摘はなかった。

目標を達成するための取組の成果及び当該成果に対
する評価

概ね当初の計画通りに取り組むことができている。

基 本 方 針

環境マネジメントシステムの評価及び見直しの内容
2030年度までの目標の達成に向けて取組を進めているところである、2030
年時点での評価を行った後、改めて目標を設定する。

目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 の 進 捗 状 況

①ハード面の取組
　各取組の計画立案、実施を継続して実施した。

②ソフト面の取組
　附属校等における環境活動状況を把握するとともに、環境報告書の作
成・公開を通じて、その取組内容の共有を実施した。

環境マネジメントシステム導入報告書

独自のシステム(立命館地球環境委員会・SDGs推進本部）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者名）

（宛先） 京都府知事

導 入 年 月 日

認 証 番 号

2021年度に立命館地球環境委員会では2030年までの環境目標を設定した。
今後は目標達成に向けた各種取組を推進していく。
【2030年度までの目標】
①温室効果ガス排出量：カーボンニュートラル
②水使用量：2013年度比-46%（1㎡あたり)
③一般廃棄物：2019年度比-30%。

　学校法人立命館　理事長　森島 朋三

目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 の 内 容

平成22年2月に立命館地球環境委員会を設立し、委員会のもとに各種部会
を設置し取組を進めてきた。2019年4月には「SDGｓ推進本部」が法人内に
設置されたことから、委員会の組織再編を行うとともに推進本部との役割
整理を行い、連携して各種取組を進める。

①ハード面の取組内容
＜温室効果ガス排出量削減対策＞
・老朽化した空調を高効率空調に更新
・高効率照明の採用および転換
・照度センサによる昼間時の照明器具の照度自動調整
・キースイッチによる教員研究室等のエネルギー管理
・創エネ設備の設置
＜水使用量削減対策＞
・節水コマ設置
・湧水・雨水・井水利用等
＜廃棄物・紙削減対策＞
・電子会議の採用
・古紙回収の継続
・ペットボトルのキャップ回収の継続等

②ソフト面の取組内容
■環境関連の教育実践や研究活動の現状把握と共有
■環境報告書の作成・公開。

委員会：2010年2月、推進本部：2019年4月

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

適 用 範 囲

令和7年7月30日

学校法人立命館　朱雀キャンパスほか9箇所

環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム の 名 称

京都市中京区西ノ京東栂尾町8番地

電話番号： 075-813-8168


